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期
中
会
計
基
準
等
、文
案
検
討
進
む

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
、２
０
２
６
年
４

月
開
始
事
業
年
度
期
首
か
ら
適
用
か

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
1
月
21
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
３
９
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

四
半
期
報
告
書
制
度
の
見
直
し
へ

の
対
応

前
回
親
委
員
会
（
２
０
２
５
年
２

月
１
日
号
（
№
１
７
３
３
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

四
半
期
会
計
基
準
等
と
中
間
会
計
基

準
等
を
統
合
し
た
「（
仮
称
）
期
中

会
計
基
準
等
」
の
文
案
に
つ
い
て
検

討
が
行
わ
れ
た
。

棚
卸
資
産
の
簿
価
切
下
げ
お
よ
び

（図表）　他基準修正を行う基準等
・企業会計基準●号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正（そのⅩ）」
・実務対応報告６号「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に
関する実務上の取扱い」
・実務対応報告41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」
・実務対応報告42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
・実務対応報告44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」
・実務対応報告46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に
関する取扱い」
・移管指針４号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
・移管指針６号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
・移管指針８号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
・移管指針９号「金融商品会計に関する実務指針」
・移管指針12号「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」

有
価
証
券
の
減
損
に
係
る
切
放
し
法

の
記
載
が
適
用
指
針
に
し
か
な
い
と

の
意
見
を
受
け
、
会
計
基
準
の
結
論

の
背
景
に
も
記
載
を
追
加
す
る
な
ど

の
修
正
案
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
改
正
ま
た
は
修
正
が
必
要

な
他
の
基
準
等
に
つ
い
て
、
図
表
の

基
準
等
の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
。

去
る
１
月
15
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
１
６
５
回
実
務
対
応

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
５
３
８
回
親
委
員
会（
２
０
２
５

年
２
月
１
日
号
（
№
１
７
３
３
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
の
会
計
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
１
月
21
日
開
催
の
第
５

３
９
回
親
委
員
会
で
も
同
テ
ー
マ
に

つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

適
用
時
期

事
務
局
は
次
の
提
案
を
行
っ
た
。

⑴　
最
終
化
し
た
本
実
務
対
応
報
告

を
公
表
し
た
日
か
ら
１
年
程
度
経

も
の
に
つ
い
て
』
と
い
う
記
載
は
、

他
の
基
準
の
よ
う
に
『
遡
及
適
用
し

た
場
合
の
累
積
的
影
響
額
を
期
首
残

高
に
計
上
す
る
』
の
ほ
う
が
、
実
務

的
に
馴
染
み
が
あ
る
」
と
い
う
意
見

が
聞
か
れ
た
。

第
５
３
９
回
親
委
員
会
で
は
事
務

局
案
に
賛
成
意
見
が
聞
か
れ
た
。

文
案
の
検
討

こ
れ
ま
で
の
審
議
内
容
を
踏
ま

え
、
事
務
局
か
ら
、
実
務
対
応
公
開

草
案
「
非
化
石
価
値
の
特
定
の
購
入

取
引
に
お
け
る
需
要
家
の
会
計
処
理

等
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
（
案
）」

の
文
案
が
示
さ
れ
、
検
討
さ
れ
た
。

金
融
資
産
の
減
損
に
お
け
る
ス
テ
ッ
プ

４
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
定
め
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

去
る
１
月
16
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
２
３
１
回
金
融
商
品

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

ま
た
、
１
月
21
日
開
催
の
第

５
３
９
回
親
委
員
会
で
も
同
テ
ー
マ

に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

金
融
資
産
の
減
損

⑴　
ス
テ
ッ
プ
４
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の

定
め
に
関
す
る
検
討

新
た
に
開
発
す
る
適
用
指
針
で

は
、
ま
ず
ス
テ
ッ
プ
２
（
信
用
リ
ス

ク
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
詳
細
な
整
備

が
な
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
の
貸
付

金
に
適
用
さ
れ
る
会
計
基
準
の
開

発
）
の
内
容
を
記
載
し
た
う
え
で
、

ス
テ
ッ
プ
４
（
信
用
リ
ス
ク
に
関
す

る
デ
ー
タ
の
詳
細
な
整
備
が
な
さ
れ

て
い
な
い
金
融
機
関
に
適
用
さ
れ
る

会
計
基
準
の
開
発
）
で
ス
テ
ッ
プ
２

と
異
な
る
取
扱
い
を
定
め
る
場
合
に

は
、
区
分
を
設
け
て
ま
と
め
て
記
載

す
る
と
提
案
し
て
い
る
。

ス
テ
ッ
プ
４
の
オ
プ
シ
ョ
ン
に
お

過
し
た
４
月
１
日
（
現
時
点
で
は
、

２
０
２
６
年
４
月
１
日
を
想
定
）

以
降
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
お

よ
び
事
業
年
度
の
期
首
か
ら
適
用

す
る
。

⑵　
最
終
化
し
た
本
実
務
対
応
報
告

を
公
表
し
た
日
以
後
開
始
す
る
連

結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の

期
首
か
ら
早
期
適
用
を
認
め
る
。

専
門
委
員
お
よ
び
第
５
３
９
回
親

委
員
会
で
は
、
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
。

経
過
措
置

事
務
局
は
、次
の
提
案
を
行
っ
た
。

⑴　
本
実
務
対
応
報
告
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
り
会
計
処
理
の
変
更
が

生
じ
る
場
合
は
、
会
計
基
準
等
の

改
正
に
伴
う
会
計
方
針
の
変
更
と

し
て
取
り
扱
う
。

⑵　
こ
の
場
合
、
適
用
初
年
度
の
期

首
に
お
い
て
す
で
に
需
要
家
が
非

化
石
価
値
を
受
け
取
る
権
利
を
有

し
て
お
り
、
金
額
を
合
理
的
に
見

積
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
金
額
を
見
積
り
、
適

用
初
年
度
の
期
首
の
利
益
剰
余
金

に
加
減
し
、
当
該
期
首
か
ら
新
た

な
会
計
方
針
を
適
用
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
⑵
『
金
額

を
合
理
的
に
見
積
る
こ
と
が
で
き
る
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
②
―
13

～
金
融
商
品
取
引
法（
不
公
正
取
引
規
制
⑶
）～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

「
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
課
徴

金
事
例
集
～
不
公
正
取
引
編
～
」（
令

和
６
年
６
月
、
証
券
取
引
等
監
視
委

員
会
事
務
局
）
に
よ
れ
ば
、
証
券
取
引

等
監
視
委
員
会
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

に
係
る
課
徴
金
勧
告
に
お
い
て
、
令
和

５
年
度
（
２
０
２
３
年
度
）
勧
告
案
件

に
お
け
る
、
重
要
事
実
等
別
の
勧
告

件
数
（
14
件
）
の
う
ち
、「
公
開
買
付

け
等
事
実
」
は
８
件
で
過
半
を
占
め
て

い
る
。

公
開
買
付
け
の
勧
告
件
数
が
多
い
点

に
つ
い
て
は
、
公
開
買
付
け
は
、
公
表

後
に
株
価
が
上
昇
す
る
確
実
性
が
高
い

こ
と
や
、
制
度
上
、
そ
の
公
表
前
に
多

数
の
関
係
者
に
情
報
共
有
を
す
る
必
要

が
あ
り
情
報
管
理
が
難
し
い
こ
と
、
公

表
ま
で
に
相
当
な
時
間
を
要
す
る
こ
と

が
多
い
こ
と
な
ど
が
、
指
摘
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い

て
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
、

重
要
事
実
等
の
公
表
前
に
タ
イ
ミ
ン
グ

よ
く
売
買
し
て
い
る
者
に
対
す
る
調
査

（
必
要
に
応
じ
て
自
宅
や
勤
務
先
等
へ

の
立
入
検
査
を
実
施
）
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
調
査
は
、
取
引
を
行
っ
た
本
人
は

も
と
よ
り
、
勤
務
先
等
の
関
係
者
に
対

し
て
も
幅
広
く
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
違
反
行
為
が
あ
れ
ば
容
易
に
把

握
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
上
場
会
社
等

の
内
部
管
理
体
制
の
不
備
に
起
因
し
て

発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
上
場
会

社
等
に
対
す
る
信
用
も
失
墜
す
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
会
社
と
し
て
も
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
の
未
然
防
止
の
観
点
か

ら
、情
報
管
理
態
勢
の
整
備
と
と
も
に
、

役
職
員
に
対
す
る
教
育
研
修
等
に
よ
る

周
知
徹
底
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

不
公
正
取
引
の
規
制
に
お
い
て
は
、

違
反
者
に
対
し
て
、
行
政
処
分
（
課
徴

金
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
刑
事
罰
（
懲
役

ま
た
は
罰
金
）
を
科
す
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

①　
課
徴
金

課
徴
金
は
、
行
政
上
の
措
置
と
し
て

違
反
者
に
対
し
て
金
銭
的
負
担
を
課
す

も
の
で
あ
る
。
課
徴
金
額
は
、
違
反

行
為
の
実
施
時
に
お
い
て
違
反
行
為
者

が
一
般
的
に
期
待
し
得
る
利
得
相
当

額
を
課
徴
金
と
し
て
賦
課
す
る
こ
と
が

適
切
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
よ
り
、
算

定
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
の
場
合
で
は
、
重
要
事
実

等
の
公
表
日
か
ら
２
週
間
（
公
表
が
株

価
に
影
響
を
与
え
る
と
見
込
ま
れ
る
期

間
）
の
最
高
値
や
最
安
値
を
基
準
と
し

て
計
算
さ
れ
る
。
ま
た
、
相
場
操
縦

や
偽
計
の
場
合
で
は
、
違
反
行
為
後
１

カ
月
間
の
最
高
値
や
最
安
値
な
ど
を
基

準
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。

最
近
10
年
間
（
２
０
１
４
年
４
月
～

２
０
２
４
年
３
月
）
に
お
け
る
課
徴
金

勧
告
件
数
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
相

場
操
縦
、
偽
計
）
の
推
移
を
み
る
と
、

件
数
的
に
は
全
体
と
し
て
減
少
傾
向
に

は
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
は
依
然
と
し
て
課
徴
金
勧
告
件
数

で
第
１
位
の
地
位
を
占
め
て
お
り
、
資

本
市
場
の
取
引
の
活
発
化
等
を
背
景
と

し
て
、
直
近
で
は
特
に
未
公
表
の
公
開

買
付
け
情
報
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
に
関
す
る
勧
告
事
案
が
目
立
っ
て
い

る
。

②　
刑
事
罰

不
公
正
取
引
（
開
示
書
類
の
虚
偽

記
載
や
不
提
出
を
含
む
）
に
係
る
刑
事

罰
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

行
為
者
だ
け
で
な
く
、
法
人
の
過
失
責

任
も
考
慮
し
て
罰
則
の
対
象
と
す
る
両

罰
規
定
を
置
い
て
い
る
。

【
風
説
の
流
布
、
偽
計
、
相
場
操
縦

な
ど
】

・
重
要
事
項
に
虚
偽
記
載
の
あ
る
有
価

証
券
届
出
書
な
ど
の
提
出

懲
役
：
10
年
以
下

罰
金
：（
個
人
）
１
、０
０
０
万
円
以
下

   （
法
人
）
７
億
円
以
下

【
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
】

・
有
価
証
券
届
出
書
な
ど
の
不
提
出

懲
役
：
５
年
以
下

罰
金
：（
個
人
）
５
０
０
万
円
以
下

   （
法
人
）
５
億
円
以
下

い
て
、
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
信
用

リ
ス
ク
管
理
実
務
と
親
和
的
な
債
務

者
区
分
を
活
用
し
た
方
法
に
関
す
る

オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
債
務
者
区

分
を
、「
正
常
先
」、「
要
注
意
先
」

な
ど
の
旧
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

基
づ
く
名
称
で
は
な
く
、「
区
分
１
」、

「
区
分
２
」
な
ど
記
号
で
表
記
す
る

等
の
事
務
局
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
お
よ
び
第
５
３
９
回
親

委
員
会
で
は
、
旧
金
融
検
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
名
称
を
支
持
す
る
意
見
が
多

く
聞
か
れ
た
。

⑵　
開
示
の
定
め
の
取
り
入
れ
方
に

関
す
る
検
討

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
「
金
融
商
品
：
開

示
」
の
信
用
リ
ス
ク
の
開
示
に
関
す

る
定
め
の
取
り
入
れ
方
に
関
し
て
、

審
議
が
行
わ
れ
た
。

開
示
目
的
に
関
し
て
、
事
務
局
か

ら
金
融
商
品
会
計
基
準
で
全
般
的
な

開
示
目
的
を
定
め
、
新
適
用
指
針
に

お
い
て
信
用
リ
ス
ク
に
関
す
る
開
示

目
的
を
定
め
る
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
異
論
は
聞
か
れ

ず
、
第
５
３
９
回
親
委
員
会
で
も
賛

意
が
聞
か
れ
た
。

Ｖ
Ｃ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分

第
５
３
８
回
親
委
員
会（
２
０
２
５

年
２
月
１
日
号
（
№
１
７
３
３
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
移
管
指
針
公
開
草
案
15
号
（
移

管
指
針
９
号
の
改
正
案
）「
金
融
商

品
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
（
案
）」

に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る

検
討
が
行
わ
れ
た
。

組
合
等
が
別
の
組
合
等
を
保
有
し

て
い
る
場
合
（
フ
ァ
ン
ド
・
オ
ブ
・

フ
ァ
ン
ズ
）
に
お
け
る
当
該
別
の
組

合
が
保
有
す
る
市
場
価
格
の
な
い
株

式
の
取
扱
い
を
明
確
化
す
べ
き
と
の

コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、「
組
合
等
が

保
有
す
る
別
の
組
合
等
ご
と
に
本
実

務
指
針
132
―
２
項
⑴
⑵
の
要
件
を
満

た
す
か
判
定
を
行
い
、
要
件
を
満
た

し
た
別
の
組
合
等
に
つ
い
て
の
み
、

時
価
評
価
で
き
る
」
と
の
対
応
案
が

示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
・
第
５
３
９
回
親
委
員

会
で
も
、異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

指
標
の
報
告
の
た
め
の
算
定
期
間
に
関

す
る
再
検
討
、開
始
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
１
月
23
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

47
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
員
会

を
開
催
し
た
。

２
０
２
４
年
３
月
29
日
に
公
表
さ

れ
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
基
準
お
よ
び
サ
ス
テ
ナ
ビ
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コ
ー
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
の

公
開
草
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

去
る
１
月
22
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

の
公
開
草
案
「Codification

の
改

善
」を
公
表
し
た
。「Codification

更
新
の
永
久
に
続
く（evergreen

）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
行
う
、
技
術

的
な
修
正
、
意
図
し
な
い
適
用
、

明
確
化
、
そ
の
他
の
小
規
模
な
改

善
に
起
因
す
る
幅
広
い
ト
ピ
ッ
ク

に
つ
い
て
の
改
善
は
、
総
称
し
て

「Codification

の
改
善
」
と
呼
ば

れ
る
。

公
開
草
案
は
、
34
の
改
訂
を
提
案

し
て
い
る
が
、
以
下
が
主
要
な
も
の

で
、そ
の
他
は
、主
に
、産
業
ト
ピ
ッ

ク
と
例
示
に
関
す
る
改
訂
で
あ
る
。

用
語
集
の
「
償
却
原
価
」
の
削
除

（
改
訂
１
）

「
償
却
原
価
（
初
期
投
資
額
か
ら

回
収
さ
れ
た
現
金
と
減
損
額
を
差
し

引
き
、
こ
れ
ま
で
に
発
生
し
た
利
息

収
益
を
加
え
た
合
計
額
）」
と
い
う

リ
テ
ィ
開
示
テ
ー
マ
別
基
準
の
公
開

草
案
（
以
下
、
あ
わ
せ
て
「
本
公
開

草
案
」
と
い
う
）
に
寄
せ
ら
れ
た
コ

メ
ン
ト
へ
の
対
応
案
に
つ
い
て
、
審

議
が
行
わ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

指
標
の
報
告
の
た
め
の
算
定
期
間

に
関
す
る
取
扱
い

昨
年
３
月
に
公
表
さ
れ
た
本
公
開

草
案
の
う
ち
、
指
標
の
報
告
の
た
め

の
算
定
期
間
に
関
す
る
論
点
に
つ
い

て
は
、
報
告
期
間
と
算
定
期
間
が
一

致
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
情
報
の
つ

な
が
り
が
希
薄
と
な
り
、
情
報
の
有

用
性
が
低
下
す
る
と
の
強
い
懸
念
が

聞
か
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
算
定
期
間
に
報
告
期
間

を
あ
わ
せ
る
と
い
う
提
案
に
変
更

し
、
ま
た
、
基
準
の
明
確
化
の
た

め
、
気
候
基
準
案
・
適
用
基
準
案
の

結
論
の
背
景
に
、
報
告
期
間
と
算
定

期
間
の
間
に
差
異
が
生
じ
る
場
合
に

も
「
合
理
的
な
方
法
」
に
よ
り
、
期

間
調
整
を
行
う
こ
と
等
を
定
め
る
こ

と
を
提
案
し
、
昨
年
11
月
に
公
開
草

案
を
公
表
し
た
。

こ
の
再
提
案
の
公
開
草
案
に
対
し

て
寄
せ
ら
れ
た
主
な
コ
メ
ン
ト
は
、

次
の
と
お
り
。

⑴　
算
定
期
間
を
報
告
期
間
に
あ
わ

せ
る
こ
と
に
反
対
す
る
コ
メ
ン
ト

⑵　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
と
の
整
合
性
か

ら
文
案
を
見
直
す
べ
き
と
の
コ
メ

ン
ト

⑶　
追
加
の
検
討
を
要
望
す
る
コ
メ

ン
ト

⑴
の
実
務
上
の
負
荷
が
増
加
す
る

等
の
理
由
か
ら
反
対
す
る
コ
メ
ン
ト

に
つ
い
て
、
事
務
局
は
、
算
定
期
間

の
不
一
致
を
許
容
し
た
場
合
、
Ｉ
Ｓ

Ｓ
Ｂ
基
準
に
準
拠
し
て
い
な
い
と
い

う
印
象
を
持
た
れ
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準

の
便
益
が
低
下
す
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
算
定
期
間
を
報
告
期
間

に
あ
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
と
し
た
。

⑵
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準

と
記
載
を
あ
わ
せ
る
こ
と
と
し
、
Ｉ

Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
に
は
な
い
「
合
理
的
な

方
法
に
よ
り
期
間
調
整
を
行
い
、」

の
一
文
を
取
り
消
す
等
の
修
文
を
行

う
こ
と
を
提
案
し
た
。

⑶
に
つ
い
て
は
、
作
成
者
の
開
示

負
担
軽
減
の
た
め
、期
間
調
整
の「
合

理
的
な
方
法
」
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン

ス
を
提
供
す
べ
き
と
の
コ
メ
ン
ト
に

対
し
て
、
解
説
記
事
等
で
の
対
応
を

検
討
す
る
と
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
⑴
～
⑶
に
つ
い
て

お
お
む
ね
賛
同
が
聞
か
れ
た
も
の

の
、
⑵
に
つ
い
て
、「『
合
理
的
な
方

法
に
よ
り
、
期
間
調
整
を
行
い
、』

の
一
文
を
削
除
し
て
し
ま
う
と
、
必

ず
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
の
で
は

な
い
か
」と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
、「『
合
理
的
な
方
法
に

よ
り
、
期
間
調
整
を
行
い
、』
と
い

う
一
文
が
入
っ
て
い
る
と
、
重
要
性

が
な
い
場
合
に
も
行
う
と
解
釈
さ
れ

か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
り
、
ま

た
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
に
も
記
載
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
削
除
す
る
」
旨
を

回
答
し
た
。

用
語
は
、「
投
資
―
債
券
―
全
体
（
サ

ブ
・
ト
ピ
ッ
ク
320
―
10
）」に
お
い
て
、

用
語
集
の
用
語
と
し
て
頻
繁
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。

公
開
草
案
で
は
、
用
語
集
の
「
償

却
原
価
」
と
い
う
用
語
を
削
除
し
て
い

る
。
削
除
は
、
よ
り
広
い
定
義
で
あ

る
償
却
原
価
ベ
ー
シ
ス
（am

ortized 
cost basis

）（「
未
収
利
息
」、「
プ

レ
ミ
ア
ム
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
、
お

よ
び
繰
延
収
益
（
ま
た
は
費
用
）
純

額
の
増
加
（accretion

）
ま
た
は

償
却
」、「
現
金
回
収
」、「
貸
倒
れ
」、

「
為
替
換
算
」、
お
よ
び
「
公
正
価

値
ヘ
ッ
ジ
会
計
の
調
整
」
に
よ
り
修

正
さ
れ
た
、
金
融
債
権
（
ま
た
は
投

資
）
の
発
生
時
（
ま
た
は
取
得
時
）

の
金
額
）
へ
の
統
一
を
図
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

１
株
当
た
り
利
益
の
計
算
の
明
確
化

（
改
訂
４
）

現
在
の
「
１
株
当
た
り
利
益
（
ト

ピ
ッ
ク
260
）」
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン

ス
で
は
、
継
続
事
業
か
ら
の
損
失
を

計
上
し
て
い
る
場
合
に
、
希
薄
化
後

１
株
当
た
り
利
益
（
Ｅ
Ｐ
Ｓ
）
の
計

算
方
法
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、

公
開
草
案
の
改
訂
に
よ
り
、
継
続
事

業
か
ら
の
損
失
の
希
薄
化
後
Ｅ
Ｐ
Ｓ

が
、
常
に
、
基
本
Ｅ
Ｐ
Ｓ
と
同
じ
に

な
る
と
は
限
ら
な
く
な
る
。

受
益
持
分
の
参
照
金
額
（
改
訂
６
）

公
開
草
案
は
、
受
益
持
分
（ben-

eficial interests

）
の
参
照
金
額

（reference am
ount

）
の
計
算
に

お
い
て
、
信
用
損
失
引
当
を
減
額
す

る
よ
う
に
改
訂
し
て
い
る
。

収
益
認
識
の
売
掛
金
の
移
転

（
改
訂
20
）

公
開
草
案
は
、「
顧
客
と
の
契
約

か
ら
生
じ
る
収
益
（
ト
ピ
ッ
ク
606
）」

の
売
掛
金
の
移
転
を
、
金
融
資
産
の

移
転
と
し
て
会
計
処
理
し
、「
譲
渡

と
サ
ー
ビ
シ
ン
グ
―
全
体
（
サ
ブ
・

ト
ピ
ッ
ク
860
―
10
）」
の
要
求
に
従

う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

適
用
関
係
等

公
開
草
案
は「
遡
及
的
に
」と「
将

来
に
向
か
っ
て
」
の
い
ず
れ
か
で
適

用
さ
れ
る
（
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
る

前
記
改
訂
４
を
除
く
）。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
、
４
月
22
日
で

あ
る
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2025年
1月17日

「稼ぐ力」の強化に向
けたコーポレートガ
バナンス研究会会社
法の改正に関する報
告書

経産省

「稼ぐ力」の強化に向けて、企業経営者が大胆なリスクテイクを行い、成長投資を実行していく
ことを後押しする観点から、「企業経営・資本市場一体改革」の一環として、会社法制について、
価値創造ストーリーを実行するための企業の選択肢の拡大や企業と株主との意味のあるエン
ゲージメントの促進に資する制度見直しを早期に図ることを提言するもの。従業員・子会社の
役職員に対する株式の無償交付、株式対価M&A、実質株主の情報開示などが挙げられている。
https://www.meti.go.jp/press/2024/01/20250117001/20250117001.html

2025年
1月17日

令和６年金融商品取
引法等改正に係る政
令・内閣府令案等

金融庁
2024年５月15日に成立した金融商品取引法等の改正について、関係政令・内閣府令等におけ
る、投資運用関係業務受託業、投資運用業、および非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定
の整備を行うもの。コメント期限は2月16日。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250117/20250117.html

ベッ
セ
ン
ト
新
財
務
長
官
発
言
に
み
る
第

２
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
金
融・経
済
政
策

金
　
　
融

ト
ラ
ン
プ
政
策
と
株
式
市
場

証
　
　
券

米
国
で
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン

プ
氏
が
１
月
20
日
に
再
び
大
統
領
に

就
任
し
た
が
、
第
２
次
ト
ラ
ン
プ
政

権
の
財
務
長
官
に
指
名
さ
れ
た
の

が
、
ス
コ
ッ
ト
・
ベ
ッ
セ
ン
ト
氏
だ
。

ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
創
設
者
で
あ

る
ベ
ッ
セ
ン
ト
氏
は
、
２
０
１
１
年

か
ら
２
０
１
５
年
ま
で
ソ
ロ
ス
フ
ァ

ン
ド
の
最
高
投
資
責
任
者
を
務
め
た

経
歴
を
持
つ
。
１
月
16
日
に
開
催

さ
れ
た
上
院
財
政
委
員
会
の
公
聴

会
で
は
、
連
邦
政
府
の
財
政
健
全

化
、
２
０
１
７
年
の
税
制
改
革
の
恒

久
化
、
成
長
促
進
の
た
め
の
規
制
緩

和
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
の
拡
大
な
ど

米
経
済
の
発
展
を
目
指
す
政
策
と
と

も
に
、
米
国
の
労
働
者
の
利
益
を
優

先
す
る
た
め
の
貿
易
政
策
の
見
直
し

な
ど
に
も
意
欲
を
示
し
た
。
ま
た
、

米
ド
ル
の
基
軸
通
貨
と
し
て
の
地
位

の
維
持
が
、
国
家
安
全
保
障
の
観
点

か
ら
も
重
要
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
で
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
こ
れ
ま

で
の
発
言
や
１
月
20
日
よ
り
発
出
さ

れ
始
め
た
大
統
領
令
と
比
較
す
る

と
、
ベ
ッ
セ
ン
ト
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ

に
は
興
味
深
い
一
致
点
と
相
違
点
が

み
ら
れ
る
。
一
致
点
と
し
て
は
、
成

１
月
20
日
、
つ
い
に
第
２
次
ト
ラ

ン
プ
政
権
が
動
き
出
し
た
。
新
大
統

領
は
、
就
任
前
か
ら
関
税
引
上
げ
、

環
境
政
策
の
転
換
、
高
度
技
術
の
輸

出
管
理
強
化
な
ど
の
経
済
政
策
を
展

望
し
て
み
せ
た
。
い
ず
れ
も
世
界
経

済
の
成
長
・
発
展
に
は
望
ま
し
く
な

い
も
の
だ
。
特
に
特
定
の
国
を
対
象

に
し
た
関
税
引
上
げ
は
影
響
が
大
き

い
た
め
、
対
象
国
の
警
戒
と
緊
張
は

い
や
が
上
に
も
高
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
就
任
初
日
に
発
令
さ
れ

た
大
統
領
令
で
は
、
関
税
引
上
げ
問

題
は
こ
れ
ま
で
の
発
言
レ
ベ
ル
よ
り

も
ず
っ
と
穏
や
か
な
内
容
だ
っ
た
た

め
、
世
界
の
株
式
市
場
に
も
安
心
感

が
広
が
っ
た
よ
う
だ
。

関
税
引
上
げ
対
象
国
の
中
心
で
あ

る
中
国
に
対
し
て
は
、
ま
ず
こ
れ
ま

で
の
米
中
間
の
貿
易
に
関
す
る
約
束

事
が
守
ら
れ
て
い
る
か
、
実
態
調
査

を
す
る
と
し
た
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
極
端
に
映
る

政
策
は
、
本
気
で
実
行
す
る
つ
も
り

は
な
く
、
取
引
（
デ
ィ
ー
ル
）
を
有

利
に
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
評

価
が
あ
る
。
彼
の
本
領
は
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
こ
れ
か
ら

長
重
視
の
規
制
緩
和
策
や
国
内
製
造

業
の
強
化
策
だ
。
一
方
で
、
ト
ラ
ン

プ
氏
の
ド
ル
安
政
策
を
支
持
す
る
姿

勢
は
、
ベ
ッ
セ
ン
ト
氏
の
米
ド
ル
基

軸
通
貨
政
策
と
ど
う
整
合
性
を
取
る

の
か
現
時
点
で
は
明
確
で
な
い
。

関
税
政
策
に
つ
い
て
も
、
ト
ラ
ン

プ
氏
が
「
関
税
は
他
国
が
支
払
う
」

と
し
て
国
内
へ
の
影
響
を
軽
視
す
る

姿
勢
を
見
せ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

ベ
ッ
セ
ン
ト
氏
は
イ
ン
フ
レ
や
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
へ
の
影
響
を
よ
り
慎

重
に
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
。

以
上
よ
り
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
経

済
政
策
は
、
大
統
領
の
大
胆
な
政
策

ス
タ
イ
ル
と
財
務
長
官
の
市
場
や
財

政
に
関
す
る
慎
重
か
つ
現
実
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
の
融
合
に
な
る
可
能
性
が

高
い
。
初
期
の
政
策
は
、
成
長
促
進

と
規
制
緩
和
に
向
け
た
迅
速
な
行
動

が
期
待
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、
国
際

貿
易
や
財
政
政
策
の
細
部
に
お
い
て

は
調
整
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
特

に
、
ベ
ッ
セ
ン
ト
氏
が
議
会
と
の
協

力
を
強
調
し
て
い
る
点
か
ら
、
ト
ラ

ン
プ
政
権
内
で
の
政
策
調
整
が
、
政

権
の
成
功
を
左
右
す
る
重
要
な
カ
ギ

に
な
る
だ
ろ
う
。

次
々
と
「
ア
メ
リ
カ
フ
ァ
ー
ス
ト
」

政
策
を
実
行
し
て
く
る
。
そ
の
内
容

が
現
在
の
株
式
市
場
に
直
接
マ
イ
ナ

ス
を
も
た
ら
さ
な
い
と
思
わ
れ
て

も
、
長
期
的
に
は
ど
う
な
る
か
わ
か

ら
な
い
。
株
式
市
場
に
は
こ
れ
ら
の

政
策
に
つ
い
て
、
広
い
視
野
か
ら
吟

味
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

現
時
点
で
は
、
日
本
経
済
は
米
大

統
領
の
政
策
の
攻
撃
・
要
求
対
象
と

は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
米

間
の
貿
易
赤
字
は
な
お
高
水
準
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
日
本
に
対
し

て
関
税
引
上
げ
や
輸
入
増
加
を
要
求

し
て
く
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
防
衛
費
増
額
（
ア
メ

リ
カ
製
兵
器
購
入
の
増
加
）
の
要
求

も
考
え
ら
れ
る
。

予
想
さ
れ
る
事
態
に
対
し
て
は
、

日
本
国
内
の
生
産
能
力
を
強
化
、
向

上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
衰

え
て
き
た
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
製
造

業
を
復
活
さ
せ
、
発
展
さ
せ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
株
式

市
場
、
株
価
に
と
っ
て
も
大
き
な

チ
ャ
ン
ス
と
い
え
る
。


